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吸収分割に係る事前開示書面 

（会社法第７８２条第１項及び同法施行規則第１８３条に基づく開示事項） 

（会社法第７９４条第１項及び同法施行規則第１９２条に基づく開示事項） 

 

２０２４年８月１４日 

 

東京都千代田区紀尾井町３番１２号 

   株式会社ココペリ            

代表取締役 近藤 繁         

 

東京都墨田区石原 2―２１―１ 

 株式会社フローリー 

代表取締役 大須賀 清隆 

 

株式会社ココペリ（以下「吸収分割会社」といいます。）と株式会社フローリー（以下「吸収分割承

継会社」といいます。）は、両当事者間で締結した２０２４年８月１４日付吸収分割契約書（以下「本

件契約」といいます。）に基づき、２０２４年１０月１日を効力発生日（以下「本件効力発生日」といい

ます。）として、吸収分割会社の FLOW事業（以下「本件事業」といいます。）に関する権利義務

（以下「本件承継権利義務」といいます。）を、吸収分割承継会社に承継させる吸収分割（以下「本

件分割」といいます。）を行うことにいたしました。 

本件分割に関し、会社法（以下、単に「法」といいます。）第７８２条第１項及び同法施行規則（以

下、単に「規則」といいます。）第１８３条並びに法第７９４条第１項及び同法施行規則第１９２条に定

める事項は以下のとおりです。 

なお、本件分割は、吸収分割会社において法第７８４条第２項に定める簡易分割となります。 

 

1. 本件契約の内容（法第７８２条第１項及び法第７９４条第１項） 

別紙１のとおりです。 

 

2. 分割対価の相当性に関する事項（規則第１８３条第１号イ及び規則第１９２条第１号） 

吸収分割承継会社は、吸収分割会社に対して、本件契約に定める金銭を対価として支払う

ものとしておりますが、当該対価については、第三者である事業価値算定機関により算定さ

れた本件事業の事業価値を基準に定められたものであり、相当であると判断しております。 
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3. 吸収分割に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（規則第１８３条第３号及び第１９２

条第３号） 

該当事項はございません。 

 

4. 吸収分割会社に関する事項（規則第１８３条第５号イ、第１９２条第４号） 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

吸収分割会社は、有価証券報告書及び四半期報告書を関東財務局に提出しておりま

す。最終事業年度に係る計算書類等については、「金融商品取引法に基づく有価証券

報告書等の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）」又は吸収分割会社の下

記のWebサイトからご覧いただけます。 

https://www.kokopelli-inc.com/ir/securities/ 

 

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該

臨時計算書類等の内容 

該当事項はございません。 

 

(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の

状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

該当事項はございません。 

 

5. 吸収分割承継会社に関する事項（規則第１８３条第４号、第１９２条第６号ロ） 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

吸収分割承継会社は、2024年７月１日（以下「設立日」といいます。）に設立された会

社であるため、確定した最終事業年度はございません。なお、吸収分割承継会社成立

の日における貸借対照表は、別紙２のとおりです。 

 

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該

臨時計算書類等の内容 

該当事項はございません。 

 

(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の

状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

該当事項はございません。 

 

6. 本件効力発生日後における吸収分割会社の債務及び吸収分割承継会社の債務の履行の

見込みに関する事項（規則第１８３条第６号、第１９２条第７号） 

(1) 吸収分割会社の債務の履行の見込みに関する事項 

吸収分割会社の２０２４年３月３１日現在の貸借対照表における資産の額は、負債の額

を十分に上回っており、本件効力発生日以降における吸収分割会社の資産の額は、負

債の額を十分に上回る見込みです。また、本件効力発生日以降において、吸収分割会

社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は、現在のところ予想されてお

りません。 

上記を踏まえ、また、吸収分割会社の収益状況及びキャッシュフロー等に鑑み、本件効

https://www.kokopelli-inc.com/ir/securities/
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力発生日以降における吸収分割会社の債務の履行の見込みがあるものと判断してお

ります。 

 

(2) 吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関する事項 

吸収分割承継会社の設立日現在の貸借対照表における資産の額は、負債の額を十分

に上回っており、本件効力発生日以降における吸収分割承継会社の資産の額は、負債

の額を十分に上回る見込みです。また、本件効力発生日以降において、吸収分割承継

会社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は、現在のところ予想されて

おりません。 

上記を踏まえ、また、吸収分割承継会社の収益状況及びキャッシュフロー等に鑑み、本

件効力発生日以降における吸収分割承継会社の債務の履行の見込みがあるものと判

断しております。 

 

7. 吸収分割契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、上記の事項に変更

が生じたときにおける変更後の当該事項（規則第１８３条第７号、第１９２条第８号） 

変更が生じたときは、直ちに開示いたします。 

 

以上 
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（別紙１）吸収分割契約 
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（別紙２） 吸収分割承継会社成立の日における貸借対照表 

 

科目 金額 科目 金額 

資産の部  純資産の部  

 【流動資産】   【株主資本】  

  現預金 1,000,000   資本金 1,000,000 

   流動資産合計 1,000,000 株主資本合計  

     純資産合計 1,000,000 

  資産合計 1,000,000    負債純資産合計 1,000,000 

 


